
平 成 23年 6月
都道府県議会議員共済会

市 議 会 議 員 共 済 会

町 村 議 会 議 員 共 済 会

(平成23年5月 31日以前の在職期間を有する方)

地方議会議員年金制度の廃止措置を講ずる

llt方公務員等共済組合法の―部を改正する法律」

が成立し、平成23年 6月 1日から施行されました。

主な改正内容は、次のとおりとなりま幌
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掛金納付について

平成23年 1月から5月 までの間にはじめて議員に当選した方のl■・ 卜金の取扱tヽ

制度廃止時に現職議員である方に係る給付について

退職年金について(退職年金の受給資格と算定について)

1退
職年金の年額が200万円を超える方について給付の引下げが行われます

2高
額所得者に対する退職年金の支給停止措置が強化されます

3議
員の遺族に関する給付について

4年
金給付に係るその他の事項(帝」度廃止後も引き続き適用される事項)

退職一時金の額について(退職―時金の受給資格と算定について)

退職年金と退職―時金の請求について

退職年金と退職―時金に課される税金について
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はじめに

日頃より地方議会議員共済会の運営に関し汝して、格別のご理解

とご協力を賜り厚く御ネL申し上げます。

さて、地方議会議員の年金制度は、昭不□37年の倉」設以来ヽ幾多

の改正を経て今日に至りました。しかしながら、近年ヽ全国的に実

施されたいわゆる平成の大合併が大規模かつ急速に進んだことによ

る議員数の急減にカロえヽ行政改革に伴う議員数や議員報酬‖の肖」減が

行われたことによりヽ 財政状況が急速に悪化し、平成23年度には年

金を含む共済給付金に要する積立金の枯渇が見込まれる極めて危機

的な状況となりました(都道府県議会議員共済会は、平成34年度に

積立金枯渇の見込み)。

そのため、総務省及び三議長会においで一昨年より市」度の見直じ

について種々検討してきたところですべ この度、市」度廃止措置を講

ずる「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律」(平成23年法

律第56号。以下「廃止法」という。)が成立しヽ平成23年 6月 1日をもっ

て地方議会議員年金制度は廃止となりました。

本リー7レットでは、地方議会議員年金制度の廃止時において地方

議会議員である方の掛金の取扱いのほか、議員を退職された際の退

職年金(退職一時金など給付金の取扱いなどについて説明いたします。

‐地方議会議員年金制度の廃止後の給付に要する費用はヽ廃止法に

より、地方議会議員共済会が保有する残余の積立金を除き、地方公

共団体が負担することとされております。



鼈鰺祠硫盪鍮颯閻

平成23年 6月 1日 に地方議会議員の年金制度が廃止されたことにより、

毎月ヽ共済会に納付していただいていた推卜金については、平成23年 6月以

後納付する必要はありません。

靡屁沃肋繹蛉舅晰鶉鯰柩絣菅鍮間に
塚鰈晰雹鼈鶉嘲卜隆けた方鍮
輻黎瘍靡慾躙

平成23年 1月 1日から同年5月 31日 までの間に、はじめて議員に当選した

方の掛金及び特月」掛金については、その全額を任期満了を含む制度廃止

後ヽ最初の退職時に退職一時金として支給します。

※ 平成23年 5月 31日 までは、制度廃止前の地方公務員等共済組合法が適用されるため、

平成23年 5月分まで掛金及び特別掛金を納付していただきます成 制度廃止後最初の

任期満了時(任期満了日以前に退職した場合は退職時)にその全額を退職一時金として支

給します。

※ 平成23年 1月 1日から同年5月 31日 までの間に同じ議会の区分の議員に再就職したと

きは、「畿 制度廃止時に現職議員である方に係る給付について」(45~)のとおりの取扱

いとなります。
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廃止法の施行日である平成23年 6月 1日現在、現職議員である方のう

ち、平成23年 5月 31日 までの在職期間が12年以上の方は、次の給付の

うちいずれかを選択することができます。

(1)制度廃止前の地方議会議員年金鵠」度による退職年金(5～ 13、 15、

165~)

(2)議員在職中に納付した推卜金及び特別掛金の総額の80%の退職―

時金(14～ 16夕 )

肛 颯魃礁絃黎飩踪瘍輻

廃止法の施行日である平成23年 6月 1日現在、現職議員である方のう

ち、平成23年 5月 31日 までの在職期間が12年末滴である方は、議員在

職中に納付した掛金及び特別掛金の総額の80%を退職―時金として受

給することができます(14～ 165)。

◆平成23年 1月から5月分までの掛金及び特別掛金の取扱いについて

平成23年 1月 1日以後に退職して退職一時金の給付を受ける場合ヽ平

成23年 1月分から同年5月分までの掛金及び特別掛金についてはヽ全

額を退職―時金に算入します。

したがって、上記「1」 、「2」 の退職一時金には、平成23年 1月から同月

5月分までの推卜金及び特男」推卜金の20%がカロ算されます。

颯



痣隋勒骰硫饒颯⑮ 隧鮨隋躙鰺瘍隋蠅蛉雉
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鴫 屁祠雛心輻憫鼈釉儡

廃止法の施行日である平成23年 6月 1日現在、現職議員である方のう

ち、平成23年 5月 31日 までの在職期間が12年以上の方はヽ制度廃止前

の地方議会議員年金布」度による退職年金の給付を受けることができま

す。 → 退職一時金を選択することもできます(14～ 165)。

m 鞭鼈閻儡瘍蒙嚢

在職期間については、就職したときから平成23年 5月 までの在職期

間とされております。

またヽいったん退職して再就職し、再び退職した場合にも平成23年

5月までの前後の期間を合算して12年以上あれば年金の受給資格があり

ます。

◆在職期間について                  ~
× 椰 晶 がら義

艦 胤

隋
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退職年金の年額はヽ平均標準報Ollll年額と在職期間(平成23年 5月 まで

となります。)に応じた給付率により決まります。

退
隋

額=平均標準報酬年額×|ギ
普き
+箸 ×(在職年数-12)}

◆在職期間が30年を超えるときは、30年として計算します。

◆平均標準報Elll年額 … 平均標準報酬‖年額とはヽ退職月以前12年間

の標準報Elll月 額の総額を12で除して得た額をいいます。

ただし、平均標準報酬‖年額の算定に関する規定については、経過

措置が設けられておりヽ 平成14年 4月以後の地方議会議員であつた

期間が12年に満たない場合の平均標準報酬‖年額は、平成14年4月

以後の標準報酬‖月額の総額を平成14年 4月 以後の地方議会議員で

あつた期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額となります。

◆平均標準報酬年額 (平成14年 4月以後の地方議会議員であつ
た期間が12年に満たない場合)

幸らi:i三を乗じて得た計 ‐

■ ■

~~~~~~~~― ― ‐ ‐
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隧 驀鼈鉤蝙隋燿瞼儡晰流蝙颯鰊鼈晰鰤硫辟勒隋

前述3の退職年金の年額の計算式で算出した額が通常は退職年金の

年額となりますべ (1)過去に一時金を受けた場合、(2)議員在職期間中

に政令で定める年金市」度
※
の適用を受けた期 PB5を 有する場合はヽ前述3

で算出した額からそれぞれ規定に基づき算出した額を控除し、控除後

の額が退職年金の年額となります。

退職年金の年額=年金基本額一《1)一時金控除額+0)公的年金重複期間控除額)

(1)一時金控除

過去に退職一時金の支給を受けた方が再就職じ、後に退職したと

きに在職期間の合計が12年以上ある場合は、以前支給を受けた退職

一時金の基礎となつた在職期間の年数(1年末滴の端数がある場合は、

これを切り捨てた年数)1年につき平均標準報酬‖年額の100分の1.0

相当額を控除します。

一時金控除額=平均標準報酬年額×
+も

×退職一時金の基礎となつた在職年数

玲



(2)公的年金重複期間控除

地方議会議員は、地方議会議員年金とともに厚生年金などの被用

者年金制度にカロ入することが可能でした。このため、公的負担部分

にかかる公費の重複支給を避けるという観点から、政令で定める年

金市」度
※
の適用を受けた期間を有する場合は、在職期間に占める重     1

複期間の害」合に100分の40を乗じて得た額を控除します。

Ж醐撃ξ菫覆爛響縫除額=年金基本額×審幅器詈×子発

ただし、平成15年 3月 31日以前の重複期間は、在職期間に占める

重複期間の害」合に100分の25を乗じて得た額となります。

天閣         =年金基本額×暑計『]評]× fttl

※政令で定める年金制度 (以下の洸
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ついて総村の畷‡下げ絋行わ織ます

地方議会議員共済会から支給している退職年金の年額が200万円を超

える方に給付する退職年金については、平成23年 9月 1日 以後ヽ200万円

を超える額の10%に相当する額の引下げが行われます。

このため、平成23年 8月 までに退職した方については、いったん決定し

た年金額が9月以後に引き下げられます。

なおヽ平成23年 9月 以後に退職した方については、年金額の算定時に

同引下げ措置を適用しますので その後の引下げはありません。

※ 給付の弓下げについては、施行期日が平成23年9月 1日となっていますので、平成23年
12月支給期(9月、10月、11月分を支給)から反映されま硯

※ 給付の引下げに該当する退職年金受給者から遺族年金受給者に切り替わる場合の遺族

年金の額は、給付の引下げ後の2分の1の額となりま丸

蟷

退職年金の年額が250万円の場合
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議員を退職した後、年金を受給することとなつた翌年から毎年1回前年

の所得調査を実施します。前年の所得金額に応じて退職年金の一部また

は全部が支給停止となります。

なお、廃止法により最低保障額(190.4万 円)が廃止されたことにより、

支給停止額が退職年金の年額を上回つた場合は、退職年金の全額が支給

停止となります。

鴫 心鼈鮨血鰈

退職年金の年額と前年の退職年金等を除く所得金額との合計額が

700万円を超える場合は、700万円を超える額の2分の1に相当する額

の支給が停止されます。

高額所得による退職年金の支総停止措置

|■●I■■■■■■■■■111■■|■■|■|■■||||■ |

1壽年8曇雪覇議)等
を除く所得金額※

合計額が700万円

※ 所得金額は、住民税の課税総所得金額となります。

※ 課税総所得金額 …・「収入」からその収入を得るために支出した必要経費 (ただし、給

与と公的年金については、給与所得控除、公的年金等控除)を差し引いて「所得」を算出し、

さらにそこから扶養親族があるかどうかなどの納税者の税負担能力を考慮した「所得控除」

を行つた後の額が「課税総所得金額」となりま硯

※ 退職年金受給者の所得情報については、共済会から全国の市役所、区役所、町村役場

の住民税担当部署に情報提供を依頼する方法を予定していま硯

玲
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【例1】 支給額が支給停止の対象となる場合(全額支給停止)

【例2】 支給額が支給停止の対象だ

【例3】 支給額が支給停止の対象(

所得調査対象者…退職年金を受給中の方全員となります。議員を退職した後、退職年

金を受給することとなつた翌年から、前年の所得調査を行いま曳

毎年の所得調査の実施時期と支給停止措置に該当した方の年金支給停止期間は次のと

おりです。

【所得調査実施】毎年7月 (平成24年度から実施)

【支給停止期間】9月支給期 ～ 翌年6月支給期(6月分から翌年5月分)

躙

|
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躙晰瘍踪鶉憮鶉夕嘔褥脩嘲鸞颯舅

現職議員が亡くなりヽ 配偶者などの遺族年金を受ける権利を有する方

がおられる場合は、在職期間に応じて遺族年金、遺族―時金が支給され

ます。遺族年金の額は、退職年金の年額の2分の1の額、遺族一時金は退

職―時金と同額となります。

また、在職12年以上で議員を退職して退職年金を受給していた方が亡

くなつた場合も、配偶者などの遺族年金を受ける権利を有する方に遺族

年金が支給されます。

ただし、遺族年金を受ける権利を有するためには、退職年金を受給じ

ていた方の死亡当時、主としてその収入により生計を維持していたことが

条件となります。

戸4
黎鰺褥硫は2莉蝙褥瘍鰊瘍濶躙 嘔蟷餞嘔
眩晰蝙颯饂隋晰蜻同馘鉤嘔濶鋏》

椰躙薇軋聰巫鼈鰤曲

退職年金は、65歳に達する月訣で年金の支給が停止されます。

ただし、支給開始年齢については経過措置が設けられておりヽ 就職

日と生年月日によりそれぞれ次のとおりとなっています。

|||||1就職1甲■||||
昭不□61年3月 31日以前

昭禾□61年4月 1日 ～

平成7年 3月 31日

||||1奪年月1日||||

昭不□20年 4月 1日 以前

支1給 1開1始1年1齢|

55歳

60歳

62歳

昭不□22年4月 2日～

昭禾□24年 4月 1日

靡

昭禾□20年 4月 2日～

昭不□22年 4月 1日平成7年 4月 1日 以後
63歳



謳 鯰雉輻凸覗炸餡鼈檸鰤

退職年金を受給している方が同じ議会の区分の議員に再就職したと

きはヽ再就職した月の翌月から年金の支給がイ亭止されます。

巾 聰皓瘍絣蝙

議員もしくは議員であつた方が禁錮以上の刑に処せられた場合、ま

たは議会を除名された場合は、それ以後ヽ退職年金の全部または一部

の支給が停止されます。

感 褥皓饂薇骰雉雉鶉瘍憮隧

共済給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押

さえることが法律で禁止されています(給付を受ける権利の保護 )。

ただしヽ年金を受ける権利を(株)日 本政策金融公庫または沖縄振興

開発金融公庫に担保に供することと退職年金表たは退職一時金を受け

る権利を国税、地方税の滞納により差押えることはできます。



魃鶉鼈鼈鶯瘍蒻褪輻莉同隧躙躙鑽鼈鰺
瘍鶉鶉雉颯濶蒻同掏膵莉下顆

跛躙―・‐鼈晰瘍麒鼈祓儡雉燿鼈・・・聰晰輻躙

廃止法の施行日である平成23年 6月 1日 現在、現職議員である方(平

成23年 5月 31日以前の在職期PB5を有する方に限る。)は、議員の在職年

数に関わら式 議員在職中に納付した掛金及び特月」掛金の総額の80%

と平成23年 1月 から5月 までの推卜金及び特別掛金の総額の20%の退職

一時金の給付を受けることができます。

→ 在職12年以上の方はヽ退職年金を選択することもできます。(5

～ 13ヽ 15、 16S~)

ilIIiliIIIIITII「IIIIIFII:T「 :■「 1「 III「 II「iIIIIII

掛金及び特別掛金の総額の80%

■|■■●II●1'「|■■
=■

II:'「■|■ |‐■11「「

掛金及び特別掛金の総額の100%

(H23.1～ H23.5)

憑職―騰金の算定(在職爾閥8筆 1周 )

就職日

H15.5.1 回
法施行日

H23.6.1

◆過去に退職一時金を受給している場合の退職一時金の計算

過去に退職一時金の基礎となつた在職期間を除いた在職期間で算出

します。

◆退職年金を受給した場合の退職一時金の計算

過去に在職12年以上で退職し、退職年金を受給 (支給年齢に達して

いないために年金の支給が開始されていない方を含む。)し、その

後、再び議員となつた方が退職してヽ 退職一時金を受給する場合の

退職一時金の算出は、前後の在職期間を合算して算定します。ただし、

既に受給した退職年金の受給額相当分については、退職一時金の額

から控除することとなります。

蝙



退職筆霙鰤貶鶉藝鼈鯰瘍鼈蒻餡鬱莉闊

蝿 瑕躙勒鰊、隕鰊―鼈鰊瘍鼈屁鼈輻

退職年金、退職一時金の請求については、議員を退職したときにヽ

本人の請求に基づいて支給されるものです。任期満了により議員を退職

した方については、新しい任期における議会議長の証明を経た後にご

請求ください。

廃止法施行後の請求時期については、下表のとおりとなります。

■■■■澪戦の時嬰|||■
制度廃止後、最初の任期満
了時に議員を退職される方

制度廃止後、最初の任期滴

了時以後も引き続き議員を

される方

||||1澪1聯1年1全|||||
退職日以後、

請求できます

請求できません

(請求は、議員を退職さ

れたときとなります)

■澪1聯|■1時全■
退職日以後、

請求できます

任期満了日以後、

請求できます

※ 退職年金及び退職一時金を受ける権利は、退職年金及び退職一時金を受けるべき事由
が生じた日(年金は退職時、一時金は廃止法施行後最初の任期満了時)から7年間請求しな
かったときは、時効によって消滅しま丸

鰤 祗輻憮颯、ほ靱 -4・・・鼈颯瘍瑕颯鍼驚鸞

共済会に対して給付決定請求を行つたことにより退職年金、退職―

時金のいずれかを選択したものとみなされます。

退職年金及び退職一時金を受ける権利を有する方ボ 退職年金の給

付を請求したときは、退職一時金を受ける権利は消滅し、またヽ退職

一時金の給付を請求したときは、退職年金を受ける権利は消滅します。

は な躙椰鰊、ほ隋…鼈∞輻鼈蒻鶉饒聰鱚饂謳麒可輻渕蝠

退職年金、退職一時金の請求から給付決定までに要する期間は約 1

か月となります(統一地方選挙時においては、 1か月半から2か月となり

ます)。

なお、年金の支給については、3月、6月、9月及び12月 となります。



痣隋輻鶯濶 躙瘍鼈鯰餡蒻玲軋蝙
魏鰺雉鬱颯

鴫 辣輻鱚靱鑑穆仄亀颯咆鰊《鱚骰飩鼈餓屹閻鼈薇》

退職年金は、所得税法及び地方税法により「雑所得」として所得税

及び地方税(住民税)が課されます。退職年金の支払者である共済会は、

年金を支払う際に所得税を源泉徴収することとなつています。

また地方税(住民税)については、前年に支払われた年金等の所得を

基準としてその年分の地方税が課されますので、各市町村から送付され

る納税通矢□書により通矢□された税額を納付することになります。

なおヽ共済会に「扶養親族等申告書」を提出することにより、所得税

の各種控除を受けることができます(「扶養親族等申告書」の提出が必

要な区分は、下表のとおり。)。

「早「|  ]「,T
108万円以上の方

158万円以上の方

靡

囃

■|■|■■■■|
65歳未満の退職年金受給者

65歳以上の退職年金受給者

腋 颯躙―鼈∞薇餞瑯靴颯憫鰊《畢胚胚蒻鵠瘍胚隕難惨

退職一時金に対しては、所得税及び地方税(住民税)が課され表す。

共済会では、所得税法及び地方税法に基づきヽ 退職一時金を支払う

際に所得税及び地方税(住民税)を源泉徴収します。

①所得税関係…退職一時金は 所ヽ得税法上「退職所得」として取り扱

われ、他の所得と分離して課税されます(分離課税)。

②地方税部分…市町村民税及び道府県民税が課されます。

なお、共済会に「退職所得の受給に関する申告書」を提出することに

より、退職所得に関する所得控除を受けることができます。
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